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紛 議 調 停 制 度 の あ ら ま し 
 

東 京 地 方 税 理 士 会 

紛 議 調 停 委 員 会 
 

東京地方税理士会の会員が行った業務に関し紛争が生じたときは、本会に対し、紛議の調

停を申立てることができます。この紛議の調停は、裁判外紛争処理の一つとして、税理士法

の規定に基づいて行うものです。本会に紛議の調停を申立てることができるのは、本会の会

員（税理士法人を含む）が「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、行った業務に関

して生じた紛争です。 

調停の申立を行おうとする方は、次の事項をよくお読みのうえ所定の手続きをして下さ

い。 

 

１ 申立ができる紛争 

本会に紛議の申立ができる紛争は、本会の会員（税理士法人を含む）が、「税理士」

又は税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った業務に関し生じたものです。 

したがって、本会の会員が「税理士」としてではなく他の資格等で行った業務や海外

で行った業務に関し生じた紛争は、本会に対して調停の申立を行うことはできません。

また、本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、当該税理士又は税理

士法人が所属する税理士会に対し調停の申立を行うこととなるので、当該税理士会に直

接お問い合せ下さい。 

 

２ 申立書の提出 

紛議の調停を申し立てるためには、本会に申立書（紛議の相手方の氏名、申立の主旨、

理由等を記載。Ａ４判２～３枚程度にまとめて下さい。）を提出していただく必要があ

ります。なお、提出された書類は調停終了後又は調停しない場合等であっても返却いた

しませんので、予めご了承下さい。（紛議調停申立書 書式例：４頁目参照） 

 

３ 調停の担当者 

税理士会の紛議調停委員から選任された委員３名以上からなる小委員会が調停に当たりま

す。 

 

４ 調停の呼出 

小委員会は、調停の申立を受けた税理士に対し調停の申立があったことを通知するととも

に調停の申立人と被申立人から事情を聴くため期日を定め、当事者の呼出をします。 

 

５ 調停への出席 

調停を受ける当事者は、自ら出頭する必要があります。やむを得ない事情があるときは代

理人が出頭することが出来ます。 

 

６ 調停等の非公開 

調停の手続き並びに委員会・小委員会の議事は非公開となっています。 
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７ 調停の成立及び紛議調停調書の作成 

小委員会で調停が成立したときは、紛議調停調書を作成し、当事者が署名押印します。当

事者からの申出があれば紛議調停調書の謄本を交付します。通常調停が成立するまでには、

２，３回の調停が開かれます。 

 

８ 調停に従う義務 

紛議の調停が成立したときは、当事者間において成立した民法（６９６条）上の和解とし

ての効力を有することとなるため、申立人及び被申立人（会員）はその調停の結果に従 う

ことになります。 

 

９ 調停の不成立 

当事者間において、合意が成立する見込みがないときや申立人が正当な理由なく３回以上

調停に出頭しないときは調停を終了させます。 

 

10 調停を行わない場合 

紛議の性質上調停に適さないと認められるときや申立人が不当な目的で調停の申立をした

ときは、紛議の調停を行いません。 

 

11 調停費用の負担 

調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用（弁護士報酬等）を負担していただ

くことがあります。 

 

12 調停の手順 

調停の手順及び流れ等は次のとおりです。 

 
 

※ 問合せ先 ： 東京地方税理士会 紛議調停委員会（事務局総務課） 

所在： 〒２２０－００２２ 

                         横浜市西区花咲町４－１０６ 税理士会館７階 

                     TEL ０４５－２４３－０５１１ 

                         FAX  ０４５－２４３－０５１８ 
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（第１号様式） 
 

令和   年   月   日 

 

東京地方税理士会 

会長          様 

 

申立人              印 

 

 

紛 議 調 停 申 立 書 
 

(住所) 

申 立 人 

(電話) 

 

 

(住所) 

被申立人 東京地方税理士会所属 

 

 

 

申立の主旨（調停してほしい事項を簡単に書いて下さい。） 

 

 

申立の理由（紛争に至るまでの事情を詳しく書いて下さい。） 

 

１ 申立人と被申立人との関係 

 

 

２ 紛争が生じた年月日，原因及びその内容 

 

 

３ 調停を求める理由 

 

 
 

（１）申立人の住民票又は登記簿謄本１通を添付して下さい。 

（２）申立書は，証拠書類も含め被申立人の数に３を加えた数を提出して下さい。 

（３）この申立書及び証拠書類は原則として被申立人に送付されます。 

（４）証拠書類には番号を付けて下さい。 

（５）ご不明の点は，本会事務局にお問い合わせ下さい。 
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紛議調停細則 
〔紛議調停申⽴書 書式例〕(別の⽤紙に次のように記載して下さい。) 
                                                                          (第１号様式) 
 

令和   年   ⽉   ⽇ 
東京地⽅税理⼠会  

会⻑        様  
申⽴⼈     ○ ○ ○ ○    印 

紛 議 調 停 申 ⽴ 書 
 （住所） 

申⽴⼈     ○ ○ ○ ○ 
  (電話)  

 （住所） 
被申⽴⼈ 東京地⽅税理⼠会所属 
税理⼠     ○ ○ ○ ○ 
(⼜は税理⼠法⼈の名称) 

 
申⽴の主旨（調停してほしい事項を簡単に書いて下さい。) 
 (例 1) 申⽴⼈が被申⽴⼈に税理⼠報酬として⽀払った⾦○○万円のうち、必要経費○○万円を控除

した残⾦○○万円を被申⽴⼈は申⽴⼈に対し返還せよ、との 調停を求める。 
 (例 2) 被申⽴⼈は申⽴⼈に対し、申⽴⼈の○○○○事件に関する⼀切の書類を返還せよ、との調停

を求める。  
(例 3) 被申⽴⼈は申⽴⼈に対し、申⽴⼈の○○○○事件に関して被申⽴⼈が⾏った処理につき事後

報告せよ、との調停を求める。 
 

申⽴の理由（紛争に⾄るまでの事情を詳しく書いて下さい。）  
 

１ 申⽴⼈と被申⽴⼈との関係  
 
 

２ 紛争が⽣じた年⽉⽇，原因及びその内容  
 
 

３ 調停を求める理由  
 
 
 

（１）申⽴⼈の住⺠票⼜は登記簿謄本１通を添付して下さい。 
（２）申⽴書は，証拠書類も含め被申⽴⼈の数に３を加えた数を提出して下さい。  
（３）この申⽴書及び証拠書類は原則として被申⽴⼈に送付されます。 
（４）証拠書類には番号を付けて下さい。  
（５）ご不明の点は，本会事務局にお問い合わせ下さい。 




